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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部を貫く穴を画定するグロメット頭部および該グロメット頭部から延びる複数の脚部
であって、前記グロメット頭部の前記穴に隣接する内方に傾斜した内面と、該内方に傾斜
した内面から外方に傾斜した内面への移行部とを有した複数の脚部を有する締結具グロメ
ットと、
　ピン頭部と、前記グロメット頭部の前記穴に挿通されるシャフト部とを有し、前記移行
部間に画定される空間よりも幅広の近位セグメントを有する締結具ピンとを備え、
　前記締結具グロメットと前記締結具ピンとは、前記脚部が弛緩状態にある状態で該締結
具ピンが該締結具グロメット内に保持される事前設置相対構成を有し、
　前記締結具グロメットと前記締結具ピンとは、該締結具ピンが前記脚部を外側回転位置
に保持し、該脚部が前記弛緩状態にある場合よりも大きい該脚部の外径を規定する設置相
対構成を有する押込み締結具。
【請求項２】
　前記グロメット頭部から前記脚部の外面への移行部にアンダーカットを有する請求項１
に記載の押込み締結具。
【請求項３】
　前記シャフト部は、第１の直径の遠位側首部と、前記第１の直径よりも大きい第２の直
径の近位側首部とを含む請求項１に記載の押込み締結具。
【請求項４】



(2) JP 6502929 B2 2019.4.17

10

20

30

40

50

　前記グロメット頭部から前記脚部の外面への移行部にアンダーカットを有する請求項３
に記載の押込み締結具。
【請求項５】
　前記締結具グロメットは４つの前記脚部を有する請求項３に記載の押込み締結具。
【請求項６】
　前記脚部は、前記事前設置相対構成では前記遠位側首部の回りに配置され、前記設置相
対構成では前記近位側首部の回りに配置される内向き先端部を有する請求項５に記載の押
込み締結具。
【請求項７】
　前記脚部は、前記事前設置相対構成では前記締結具ピンのより細い領域の回りに配置さ
れ、前記設置相対構成では前記締結具ピンのより太い領域の回りに配置される内向き先端
部を有する請求項１に記載の押込み締結具。
【請求項８】
　前記締結具ピンは、該締結具ピンの前記近位セグメントから遠位側の部分にかけて内方
に傾斜した面を有する請求項１に記載の押込み締結具。
【請求項９】
　前記シャフト部は、第１の直径の遠位側首部と、前記第１の直径よりも大きい第２の直
径の近位側首部とを含む請求項８に記載の押込み締結具。
【請求項１０】
　前記脚部は、前記事前設置相対構成では前記遠位側首部の回りに配置され、前記設置相
対構成では前記近位側首部の回りに配置される内向き先端部を有する請求項９に記載の押
込み締結具。
【請求項１１】
　内部を貫く穴を画定するグロメット頭部および該グロメット頭部から延びる複数の脚部
であって、前記グロメット頭部の前記穴に隣接する内方に傾斜した内面と、該内方に傾斜
した内面から外方に傾斜した内面への移行部とを有した複数の脚部を有する締結具グロメ
ットと、
　前記穴よりも大きい直径のピン頭部と、前記グロメット頭部の前記穴に挿通されるシャ
フト部とを有し、前記移行部間に画定される空間よりも幅広の近位セグメントを有する締
結具ピンとを備え、
　前記脚部は内向き先端部を有し、
　前記シャフト部は、前記グロメット頭部に対して遠位側の首部と、近位側の首部とを有
し、該遠位側の首部は第１の直径を有し、前記近位側の首部は前記第１の直径よりも大き
い第２の直径を有しており、
　前記締結具グロメットと前記締結具ピンとは、前記内向き先端部が前記遠位側の首部の
回りに配置されることによって該締結具グロメットが該締結具ピンに固定される事前設置
相対構成を有し、
　前記締結具グロメットと前記締結具ピンとは、前記内向き先端部が前記近位側の首部の
回りに配置される設置相対構成を有する押込み締結具。
【請求項１２】
　前記グロメット頭部から前記脚部の外面への移行部にアンダーカットを有する請求項１
１に記載の押込み締結具。
【請求項１３】
　前記締結具ピンは、該締結具ピンの前記近位セグメントから遠位側の部分にかけて内方
に傾斜した面を有する請求項１１に記載の押込み締結具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は包括的には締結具に関し、より詳細には、１つの部品を別の部品に固定するの
に使用する押込み締結具、例えば、自動車産業において、内部パネル、内装および外装用
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のモールディングおよびトリム等を互いにおよび／または基礎構造部または関連構造部に
固定するのに使用する締結具等の押込み締結具に関する。このタイプの締結具は、締結具
クリップと称される場合がある。
【０００２】
　　［関連出願の相互参照］
　本願は、２０１３年６月２０日に提出された米国仮特許出願第６１／８３７２５６号の
利益、およびまた２０１４年１月２８日に提出された米国仮特許出願第６１／９３２５２
３号の利益を主張する。
【背景技術】
【０００３】
　様々な環境で様々な目的に使用される様々なタイプの押込み締結具が既知である。押込
み締結具の基本的な設計は、第１の物品および第２の物品の位置合わせされた開口に挿入
されるか、またはそれらの物品のうちの少なくとも一方の開口に挿入される本体を含む。
締結具本体は、単数または複数の物品の単数または複数の開口よりも大きいカラーまたは
頭部と、本体が開口に挿通される際に屈して、開口を完全に貫くとはね返る可撓部すなわ
ち可撓脚部とを有する。脚部は、締結具を挿入する開口よりも大きい最大径を規定するよ
うに外側に反る。締結具の設置中、脚部は内側に撓んで開口を通過し、その後、最大径部
分が開口を通過すると外側にはね返る。締結具によって固定する物品を、本体のカラーと
はね返った可撓部との間に挟むことができる。本体を物品の適所に着座させた後、締結具
のピンを本体に挿入して本体によって保定する。ピンは、本体の可撓部に対して楔止めさ
れ、本体を適所に固定し、また締結具の保定力を増大させるようにまた更なる可撓部材を
含んでもよい。
【０００４】
　いくつかの既知の押込み締結具において、本体とピンとは独立した部品であり、設置前
は互いに完全に別個である。他の既知の押込み締結具において、本体とピンとは、ピンが
本体内に保持されるが本体をワークピースに設置する妨げとならない事前設置位置を有す
る。まず、本体の頭部を押すことにより、本体を適所に挿入し着座させる。本体を完全に
着座させると、ピンも本体内に完全に着座するまでピンの頭部を押す。実質的に同じサイ
ズの本体の頭部およびピンの頭部を設けることが既知である。また、いくつかの用途にお
いて、締結具を溝または浅い縦穴または空洞部に入れて、本体およびピンの頭部を隠蔽お
よび／または保護することが既知である。
【０００５】
　この目的での既知の設計の欠点としては、本体を確実に着座させるまで、ピンを事前打
込み位置に留め置くことができないことが挙げられる。締結具のピンが締結具の本体から
落下した場合、締結具を事前に組み立てておくことの利点が失われる。物品と締結具とを
組み付ける場合、本体が本体を受ける物品内に確実に着座する前に締結具のピンが締結具
の本体に対して軸方向内側に過度に移動した場合、本体が適切に着座していない状態でピ
ンと本体とがロックされる可能性がある。本体が意図した場所に完全に挿入され着座して
いない場合、締結具によって固定する物品は互いに対して確実に保持されない。ピンを事
前打込み位置に留め置くことができないことは、ピンと本体との間の打込み締め代を増大
させることにより改善することができるが、これにより、ピンを本体に打ち込むことによ
って最終的な結合を達成することがより困難になる可能性がある。一般に、締結具は打ち
込むのが容易であるが、確実に保定されることが望ましい。したがって、ピンの頭部では
なく本体のカラーのみを押して、本体を打ち込むことが必要であることが多い。これは、
本体のカラーの一部がピンの頭部によって隠れている多くの組立て状況において注意を要
する可能性がある。多くの既知の締結具設計は、分解が容易でなく、再使用可能でない。
これは、締結具が、定期的な分解を要求し得る組立体に使用される場合に問題となり得る
。さらに、分解によって締結具部品が損傷し、すなわち完全に切り離され、再使用が不便
または不可能になる可能性がある。
【０００６】
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　また、締結具によって適所に保持する別の部品または物体に取り付けるように形状付け
された頭部をピンに設けることが既知である。本体を１つのピースに取り付けて、ピンを
別のピースに取り付けることができる。この場合、ピンと本体とを一緒に固定することに
より、本体とピンとに取り付けられた別個のピースが互いに対して適所に保持される。
【０００７】
　これらのタイプの締結具は、多くの用途において有利に使用され一般に認められている
。しかしながら、そのような締結具は、いくつかの使用法および用途に関して弱点および
欠点がある。したがって、異なる特性および特徴を有する押込み締結具が必要とされてい
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、事前組立て状態に確実に維持されるが容易に設置して使用される本体および
ピンを備える押込み締結具を提供することにより、他の設計の問題に対処する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施形態の１つの形態において、内部を貫く穴を画定するグロメット頭部お
よび該グロメット頭部から延びる複数の脚部を有する締結具グロメットを備える押込み締
結具が提供される。締結具ピンが、ピン頭部および前記グロメット頭部の前記穴に挿通さ
れるように構成されたシャフト部を有する。前記グロメットと前記ピンとは、前記脚部が
弛緩状態にある状態で該ピンが該グロメット内に保持される事前設置相対構成を有し、前
記グロメットと前記ピンとは、該ピンが前記脚部を外側に回転させ、該脚部がその前記弛
緩状態にある場合よりも大きい該脚部の外径を規定する設置相対構成を有する。
【００１０】
　本発明の一実施形態の別の形態では、内部を貫く穴を画定するグロメット頭部および該
グロメット頭部から延びる複数の脚部を有する締結具グロメットと、前記穴よりも大きい
直径のピン頭部および前記グロメット頭部の前記穴に挿通されるように構成されたシャフ
ト部を有する締結具ピンとを備える押込み締結具が提供される。前記グロメット脚部は内
向き足部を有する。前記ピンシャフト部は、前記頭部に対する遠位側首部および近位側首
部を有し、該遠位側は第１の直径であり、前記近位側首部は前記第１の直径よりも大きい
第２の直径である。前記グロメットと前記ピンとは、前記内向きの足部状先端部が前記遠
位側首部の回りに配置されることによって該グロメットが該ピンに固定される事前設置相
対構成と、前記足部状先端部が前記近位側首部の回りに配置される設置相対構成とを有す
る。
【発明の効果】
【００１１】
　本明細書に開示の押込み締結具の少なくともいくつかの形態の利点は、押込み締結具の
扱いおよび設置が比較的容易であることである。
【００１２】
　本発明の他の特徴および利点は、以下の詳細な説明、特許請求の範囲、および図面を検
討することによって当業者に明らかになる。図面では、同様の数字は同様の特徴を指すた
めに使用される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】製造時の押込み締結具の斜視図である。
【図２】締結具を図１に示す位置から１８０度回転した位置で示す、事前設置状態の押込
み締結具の斜視図である。
【図３】図２に示す事前設置状態にある押込み締結具の断面図である。
【図４】完全設置状態にある押込み締結具の断面図である。
【図５】図１～図４に示す押込み締結具の変更形態の立面図である。
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【図６】押込み締結具の別の実施形態の立面図である。
【図７】図６に示す押込み締結具の断面図である。
【図８】図６の線８－８に沿った、図６に示す押込み締結具の別の断面図である。
【図９】設置状態にある締結具を示す、図６～図８に示す押込み締結具の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施形態が詳細に説明される前に、本発明が、その適用において、以下の説明
で述べられるかまたは図面で示される構成要素の構成および配置の詳細に限定されないこ
とが理解される。本発明は、他の実施形態が可能であり、また、種々の方法で実施または
実行されることが可能である。同様に、本明細書で使用される言い回しおよび用語は、説
明のためのものであり、制限的であるともみなされるべきでないことが理解される。「含
む」、「備える」およびその変形の本明細書における使用は、その前に挙げられる事項お
よびその等価物並びに更なる事項およびその等価物を包含することを意図される。
【００１５】
　以下、より詳細に図面、特に図１を参照すると、例示的な押込み締結具１０が示されて
いる。締結具１０は、締結具グロメット１２および締結具ピン１４を備える。締結具グロ
メット１２は、押込み締結具１０によってともに締結される単数または複数の物品の単数
または複数の穴内に着座するように構成されている。締結具ピン１４は、締結具グロメッ
ト１２内に挿入され、締結具グロメット１２が着座している物品から取り外れるのを抑止
するように構成されている。締結具グロメット１２と締結具ピン１４とは、種々の成形技
術によってプラスチックから作成することもできるし、同じまたは異なる物質から形成す
ることもできる。締結具グロメット１２と締結具ピン１４とは単一のピースとして成形す
ることができ、締結具グロメット１２と締結具ピン１４とは、グロメット１２と締結具ピ
ン１４との相対関係を図１に示す成形時の関係から図２に示す事前設置関係に位置変更す
るために容易に破壊される、１または複数の脆弱リンクによって結合されることが当業者
には容易に理解される。
【００１６】
　締結具グロメット１２は、グロメット頭部２０および複数の脚部２２を有する。例示的
な実施形態では、４つのそのような脚部２２が示されており、各脚部はグロメット頭部２
０の片側から軸方向に延びている。図示の例示的な実施形態では、４つの脚部２２は独立
しており、隣同士の脚部は離間している。したがって、隣接する脚部２２間には細長い空
所２４が画定される。空所２４は、全ての脚部２２間の中央に位置する開放空間にまとま
って合一する。グロメット頭部２０は、内部を貫く中央開口２６を画定する。
【００１７】
　各脚部２２は、その内面から内向きの足部状先端部３０を有する、内方に傾斜した遠位
セグメント２８を含む。内方に傾斜した遠位セグメント２８は、締結具が設置される物品
の穴の直径よりも大幅に狭い締結具グロメット１２の進入端部を集合的に提供する。した
がって、締結具グロメット１２は、穴に容易に配置して設置することができる。各脚部２
２の軸方向範囲の大部分を含む脚部２２の近位部は、締結具が設置される物品の穴の直径
よりも大幅には大きくない外径を規定し、また締結具が設置される穴の直径よりも僅かに
小さい直径を規定してもよい。したがって、脚部２２が付勢されていない自然な状態にあ
る場合、締結具グロメット１２は、グロメット頭部２０が、締結具が設置される穴に隣接
する物品の表面に係合するまで、その完全設置位置まで容易に摺動する。
【００１８】
　例示的な実施形態のグロメット頭部２０は、略円形の外縁を画定するが、他の形状とす
ることもできる。グロメット頭部２０から個々の脚部２２への移行部において、その外面
にアンダーカット３２が形成され、それにより曲げ制御場所を画定する。脚部２２の弛緩
状態では、各脚部２２の近位内面３４が中央開口２６からヒップ部３６に向かって内方に
傾斜する。ヒップ部３６には、概ねヒップ部３６から足部状先端部３０まで延びる外方傾
斜面３８への移行部がある。そのため、脚部２２の弛緩状態では、脚部２２の内面によっ
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て画定される内部空間は略砂時計形状を有する。脚部２２は、鈍い外端縁４０を有する。
【００１９】
　直前に記載した締結具グロメット１２の形態は単に例示であり、本発明は、他のタイプ
の本体とともに使用することができる。例えば限定しないが、グロメットの脚部を異なる
サイズおよび形状とすることができ、４つよりも多い脚部または４つよりも少ない脚部を
用いることができる。
【００２０】
　締結具ピン１４は、ピン頭部５０と、ピン頭部５０から軸方向に延びるシャフト部５２
とを有する。シャフト部５２は、グロメット頭部２０の中央開口２６に挿通され、脚部２
２間に収まるように構成されている。シャフト部５２は、上底５６および下底５８を有す
る倒立円錐形先端部５４を含む。下底５８から遠位側の第１の首部６０が、円錐形先端部
５４の下底５８を、その上底において第１の首部６０と一体であるとともに第２の円錐体
下底６４を有する中間の第２の倒立円錐体６２に結合する。そのため、円錐形先端部５４
の下底５８は、第１の首部６０の外側に露呈する。第２の円錐体６２の下底６４と外方傾
斜肩部６８との間に、近位側の第２の首部６６が画定される。したがって、下底６４は、
近位側の第２の首部６６の外側に露呈する。遠位側の第１の首部６０は、近位側の第２の
首部６６よりも細い。ウエスト部７２において、僅かに内方に傾斜した中央本体面７０が
より長い外方傾斜面７４に移行し、外方傾斜面７４は、シャフト部近位セグメント７６に
比較的急激に移行する。
【００２１】
　ピン１４の外端部は、締結具１０によって保持されるワークピースまたはアイテムに係
合する構造を規定する。例示的な実施形態では、ピン頭部５０から離間してスカート７８
およびフランジ８０が設けられている。
【００２２】
　シャフト部近位セグメント７６において、頭部５０の開口から軸方向に縦穴８２が延在
する。縦穴８２は、締結具ピン１４を締結具グロメット１２に押し込むための工具または
他の道具を受けるように構成されている。
【００２３】
　図３の断面図は、締結具１０の事前設置状態を示している。締結具グロメット１２およ
び締結具ピン１４の形状および寸法は、円錐形先端部５４が脚部２２の端を越えて延出し
、足部状先端部３０が円錐形先端部５４と第２の円錐体６２との間の第１の首部６０の回
りに形成される空間に延びた状態で、第２の円錐体６２がヒップ部３６と足部状先端部３
０との間の内部領域すなわち内部空間に概ね配置されるようになっている。したがって、
脚部２２は、その弛緩した自然な状態のままである。一方で、下底５８の露呈領域が脚部
２２の外端縁４０に係合し、グロメット１２からのピン１４の引抜きを制限することによ
り、ピン１４はグロメット１２内に保定される。スカート７８は、ピン１４がグロメット
１２に過度に挿入されるのを制限する。脚部２２間に画定される中央空間の幅に対するシ
ャフト部近位セグメント７６の幅により、傾斜面３４と傾斜面７４とが互いに対向状態に
なり、それによりピン１４がグロメット１２に対するその事前設置位置に保定される。
【００２４】
　図４の断面図は、締結具１０の完全設置状態を示している。締結具ピン１４は、力を用
いて締結具グロメット１２内へ締結具グロメット１２に対してより深い位置に移動され、
そのため、このとき第２の円錐体６２が脚部２２の外端縁４０を越えて延出する。第２の
首部６６の回りに形成された空間に延びる足部状先端部３０と、シャフト部近位セグメン
ト７６のより幅広の上領域とが、表面３４に係合する。これにより、脚部２２がアンダー
カット３２のところで外側に曲がり、それにより、脚部２２の回りに、脚部２２がその弛
緩状態に維持可能になっている場合よりも大きい最大径が規定される。ワークピース８６
に適切なサイズの穴８４がある場合、グロメット１２は、ワークピース８６に確実に保持
される。脚部の付勢されていない弛緩状態において脚部２２の回りに規定される直径が穴
８４の直径よりも僅かに小さいか、穴８４の直径と同じか、または穴８４の直径よりも大
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幅には大きくない場合、グロメット１２は、ピン１４が図３に示す事前設置状態に保持さ
れていれば穴８４に容易に挿入することができる。ピン１４に対する更なる軸方向力によ
ってピン１４が図３の事前設置状態から図４に示す完全設置状態に移動するようにグロメ
ット頭部２０がワークピース８６に係合するまで、ピン１４を押すことによって脚部２２
が外側に曲がることはないことに留意すべきである。
【００２５】
　図５は、締結具１０に対する単純な追加による変更形態を示している。スカート７８の
下にシール体９０が設けられ、ワークピース８６に対する環境シール部および／または弾
性緩衝部を確立している。シール体９０は、オーバーモールドによって加えることができ
る。
【００２６】
　締結具１０は、取外し可能かつ再使用可能である。締結具グロメット１２に対して締結
具ピン１４を引き抜くのに十分な抜去力を印加した場合、対向する傾斜面が互いに対して
摺動し、それによりピンが引き抜かれ、図３の事前設置状態に示す相対位置に戻される。
その後、グロメットを、グロメットが設置されるワークピース、アイテム、または物品か
ら容易に取り外すことができるが、そのように取り外した場合であっても、事前設置位置
に関して記載したようにグロメット１２とピン１４とは互いに確実に結合したままである
。この位置より、締結具１０を再設置および再使用することができる。種々の寸法および
角度を選択することにより、締結具に所望の保定力を設計することができる。
【００２７】
　図６～図９は、締結具グロメット１１２および締結具ピン１１４を含む締結具１０と同
様の特徴部を有する第２の実施形態の締結具１１０を示している。したがって、締結具１
０の構造部と同様の締結具１１０の構造部は、「１００」番台の同様の参照符号で示され
ている。締結具グロメット１１２はグロメット頭部１２０と、空所１２４によって離間す
るとともに中央開口１２６を画定する複数の脚部１２２とを有する。例示的な実施形態で
は、４つの脚部１２２を用いているが、より多い脚部またはより少ない脚部を用いること
もできる。各脚部１２２の傾斜した遠位セグメント１２８は、その端に向かっていくらか
拡大し、脚部２２の先端部３０のより明瞭な足部状突出部ではなく、内向きのコーナー状
先端部１３０を画定する。頭部１２０と脚部１２２との間に確立されたアンダーカット１
３２により、脚部１２２が曲がって外側に撓み、グロメット１１２をワークピース１８６
の穴１８４に係合させることが可能になる。内方傾斜面１３４はヒップ部１３６まで延び
、ヒップ部１３６は、脚部１２２の外端縁１４０に向かって外方傾斜面１３８に移行する
。
【００２８】
　締結具ピン１１４は、ピン頭部１５０およびピンシャフト部１５２を有する。シャフト
部１５２は、上底１５６および下底１５８を有する倒立円錐形先端部１５４を含む。第１
の首部１６０が、円錐形先端部１５４の下底１５８を、第２の下底１６４を有する中間の
第２の倒立円錐体１６２に結合する。第２の首部１６６が肩部１６８に結合し、内方に傾
斜した中央本体面１７０およびウエスト部１７２に続く。ウエスト部１７２は外方傾斜面
１７４に移行し、シャフト部近位セグメント１７６に続く。ピン１１４は、スカート１７
８およびフランジ１８０並びに縦穴１８２を更に有する。
【００２９】
　ピン１１４は、傾斜面のうちのいくつかがより緩やかであり、外方傾斜面と内方傾斜面
との間の移行部がよりなだらかで、より丸みを帯びているという点でピン１４とは異なる
。したがって、締結具１１０をより容易に損傷が少ない状態で分離することができ、それ
により更に再使用しやすくなる。
【００３０】
　図７は、円錐形先端部１５４とグロメット頭部１２０との間の脆弱接続部によってピン
１１４がグロメット１１２につながった状態にある、締結具１１０の成形時状態を示して
いる。この状態から、ピンを前進させて脆弱接続部を破壊することにより、グロメット１
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１２とピン１１４とが別個であるが互いに係合する事前設置状態にピン１１４を移行させ
ることができる。
【００３１】
　締結具１１０の事前設置状態は、締結具１０の事前設置状態と同様である。円錐形先端
部１５４は、脚部１２２の端を越えて延出し、第２の円錐体１６２は、内向き先端部１３
０が第１の首部１６０の回りに形成された空間に延びて、外端縁１４０が首部１６０の外
側で円錐形先端部１５４の下底１５８に向いた状態で、ヒップ部１３６と内向き先端部１
３０との間の内部領域すなわち内部空間に概ね配置される。したがって、脚部１２２はそ
の弛緩した自然な状態のままである。一方で、下底１５８の露呈領域が脚部１２２の外端
縁１４０に係合し、グロメット１１２からのピン１１４の引抜きを制限することにより、
ピン１１４はグロメット１１２内に保定される。スカート１７８は、ピン１１４がグロメ
ット１１２内に過度に挿入されるのを制限する。脚部１２２間に画定される中央空間の幅
に対するシャフト部近位セグメント１７６の幅により、傾斜面１３４と傾斜面１７４とが
互いに対向状態になり、それによりピン１１４がグロメット１１２に対するその事前設置
位置に保定される。
【００３２】
　締結具１１０の完全設置状態（図９）は、締結具１０の完全設置状態と同様である。締
結具ピン１１４は、力を用いて締結具グロメット１１２内へ締結具グロメット１１２に対
してより深い位置に移動され、そのため、このとき第２の円錐体１６２が脚部１２２の外
端縁１４０を越えて延出する。第２の首部１６６の回りに形成された空間に延びる内向き
先端部１３０と、シャフト部近位セグメント１７６のより幅広の上領域とが、グロメット
１１２の表面１３４に係合する。これにより、脚部１２２がアンダーカット１３２のとこ
ろで外側に曲がり、それにより、脚部１２２の回りに、脚部１２２がその弛緩状態に維持
可能になっている場合よりも大きい最大径が規定される。ワークピース１８６に適切なサ
イズの穴１８４がある場合、グロメット１１２は、ワークピース１８６に確実に保持され
る。脚部の付勢されていない弛緩状態において脚部１２２の回りに規定される直径が穴１
８４の直径よりも僅かに小さいか、穴１８４の直径と同じか、または穴１８４の直径より
も大幅には大きくない場合、グロメット１１２は、ピン１１４が事前設置状態に保持され
ていれば穴１８４に容易に挿入することができる。
【００３３】
　締結具１１０は、取外し可能かつ再使用可能である。締結具グロメット１１２に対して
締結具ピン１１４を引き抜くのに十分な抜去力を印加した場合、対向する傾斜面が互いに
対して摺動し、それによりピンが引き抜かれ、事前設置状態の相対位置に戻される。その
後、グロメットを、グロメットが設置されるワークピース、アイテム、または物品から容
易に取り外すことができるが、そのように取り外した場合であっても、事前設置位置に関
して記載したようにグロメット１１２とピン１１４とは互いに確実に結合したままである
。この位置より、締結具１１０を再設置および再使用することができる。
【００３４】
　締結具１０、１１０は、いくつかの特徴および利点を提供する。ピン１４、１１４およ
びグロメット１２、１１２の傾斜面は、設置および結合を容易にする傾斜路として機能す
る。グロメット脚部の外面とワークピースの穴の内面とが接触する結果、締結具とパネル
とが取付けパネルに保定される。スカート７８、１７８は、固定される物品に対して張力
を与え、グロメット１２、１１２の傾斜面は、締結具１０、１１０が異なる厚さのパネル
に設置および結合されることを可能にする。事前設置状態にある締結具は、一組立体とし
て１つのアイテムまたは物体に設置することができ、その後、第２のアイテムまたは物体
にグロメットを挿入するとともに第１のアイテムまたは物体を第２のアイテムまたは物体
に向かって付勢してグロメット内のピンを完全設置状態に移行させることにより、上記１
つのアイテムまたは物体を第２のアイテムまたは物体に結合する。代替的には、ピン１４
、１１４を１つのアイテムまたは物体に結合し、グロメット１２、１１４を第２のアイテ
ムまたは物体に結合することができ、それにより、単にピン１４、１１４をグロメット１
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２、１１２内に係合させることによって、第１のアイテムまたは物体と第２のアイテムま
たは物体とを互いに対して固定することができる。４つの脚部２２、１２２を用いる場合
、４つの接触点を設けて、確実性、剛性、および穴８４、１８４内での自然なセンタリン
グをもたらす。傾斜面および移行部が位置を移動した際、並びに、ピン１４、１１４がグ
ロメット１２、１１２内のその最終設置位置に達した際に、感触および音の双方によって
設置者フィードバックを提供することができる。例えば、内向き先端部３０、１３０が第
２の円錐下底６４、１６４の外縁を越えて移動することで、弁別的な感触および音を提供
することができる。穴８４、１８４を形成する穿孔プロセスの結果、穴にばりまたは形状
不良部が生じた場合であっても、設置および取付けは容易である。
【００３５】
　本明細書に開示の締結具１０、１１０は、グロメット１２、１１２およびピン１４、１
１４の双方を含む多ピースであるが、これらの部品は単一の事前組立てユニットとして設
置され、依然として組付け状態の単一のユニットとして取り外すことができる。したがっ
て、グロメット１２、１１２は、既知のピングロメットコネクタの取外しにおいては、ピ
ンが取り外されてもグロメットがアイテムに留置するのとは異なり、ピン１４、１１４に
結合したままである。したがって、本締結具は、結合されたアイテムまたは物体が片側か
らのみアクセス可能であっても取り外すことができ、略同じ保定能力を保持しながら何回
も再設置することができる。
【００３６】
　上記の変形および変更は本発明の範囲内にある。本明細書に開示および規定されている
本発明は、言及されているか、または本文および／または図面から明らかである個々の特
徴の２つ以上の全ての代替的な組み合わせに及ぶことが理解される。これらの様々な組み
合わせの全ては、本発明の種々の代替的な態様を構成する。本明細書に記載の実施形態は
、本発明を実施するためのわかっている最良の形態を説明しており、当業者が本発明を利
用することを可能にする。特許請求の範囲は、従来技術が許容する範囲まで代替的な実施
形態を含むものと解釈すべきである。
　本発明の種々の特徴は添付の特許請求の範囲内に記載されている。
　なお、本発明は以下の特徴を以って実施することができる。
［特徴１］
　内部を貫く穴を画定するグロメット頭部および該グロメット頭部から延びる複数の脚部
を有する締結具グロメットと、
　ピン頭部および前記グロメット頭部の前記穴に挿通されるように構成されたシャフト部
を有する締結具ピンとを備え、
　前記グロメットと前記ピンとは、前記脚部が弛緩状態にある状態で該ピンが該グロメッ
ト内に保持される事前設置相対構成を有し、前記グロメットと前記ピンとは、該ピンが前
記脚部を外側回転位置に保持し、該脚部が前記弛緩状態にある場合よりも大きい該脚部の
外径を規定する設置相対構成を有する押込み締結具。
［特徴２］
　前記グロメット頭部から前記脚部の外面への移行部にアンダーカットを有する特徴１に
記載の押込み締結具。
［特徴３］
　前記ピンシャフト部は、第１の直径の遠位側首部と、前記第１の直径よりも大きい第２
の直径の近位側首部とを含む特徴１に記載の押込み締結具。
［特徴４］
　前記グロメット頭部から前記脚部の外面への移行部にアンダーカットを有する特徴３に
記載の押込み締結具。
［特徴５］
　前記グロメットは４つの前記脚部を有する特徴３に記載の押込み締結具。
［特徴６］
　前記脚部は、前記事前設置相対構成では前記遠位側首部の回りに配置され、前記設置相
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対構成では前記近位側首部の回りに配置される内向き先端部を有する特徴５に記載の押込
み締結具。
［特徴７］
　前記脚部は、前記事前設置相対構成では前記ピンのより細い領域の回りに配置され、前
記設置相対構成では前記ピンのより太い領域の回りに配置される内向き先端部を有する特
徴１に記載の押込み締結具。
［特徴８］
　前記グロメットは４つの前記脚部を有する特徴１に記載の押込み締結具。
［特徴９］
　前記グロメット脚部は、前記グロメット頭部の前記穴に隣接する内方に傾斜した内面と
、該内方に傾斜した内面から外方に傾斜した内面への移行部とを有し、前記ピンは、前記
移行部間に画定された空間よりも幅広の近位セグメントを有する特徴１に記載の押込み締
結具。
［特徴１０］
　前記ピンは、該ピンの前記近位セグメントから遠位側の部分にかけて内方に傾斜した面
を有する特徴９に記載の押込み締結具。
［特徴１１］
　前記ピンシャフト部は、第１の直径の遠位側首部と、前記第１の直径よりも大きい第２
の直径の近位側首部とを含む特徴１０に記載の押込み締結具。
［特徴１２］
　前記脚部は、前記事前設置相対構成では前記遠位側首部の回りに配置され、前記設置相
対構成では前記近位側首部の回りに配置される内向き先端部を有する特徴１１に記載の押
込み締結具。
［特徴１３］
　内部を貫く穴を画定するグロメット頭部および該グロメット頭部から延びる複数の脚部
を有する締結具グロメットと、
　前記穴よりも大きい直径のピン頭部および前記グロメット頭部の前記穴に挿通されるよ
うに構成されたシャフト部を有する締結具ピンとを備え、
　前記グロメット脚部は内向き先端部を有し、前記ピンシャフト部は、前記頭部に対する
遠位側首部および近位側首部を有し、該遠位側首部は第１の直径であり、前記近位側首部
は前記第１の直径よりも大きい第２の直径であり、前記グロメットと前記ピンとは、前記
内向き先端部が前記遠位側首部の回りに配置されることによって該グロメットが該ピンに
固定される事前設置相対構成を有し、前記グロメットと前記ピンとは、前記内向き先端部
が前記近位側首部の回りに配置される設置相対構成を有する押込み締結具。
［特徴１４］
　前記グロメット頭部から前記脚部の外面への移行部にアンダーカットを有する特徴１３
に記載の押込み締結具。
［特徴１５］
　前記グロメットは４つの前記脚部を有する特徴１３に記載の押込み締結具。
［特徴１６］
　前記グロメット頭部から前記脚部の外面への移行部にアンダーカットを有する特徴１５
に記載の押込み締結具。
［特徴１７］
　前記グロメット脚部は、前記グロメット頭部の前記穴に隣接する内方に傾斜した内面と
、該内方に傾斜した内面から外方に傾斜した内面への移行部とを有し、前記ピンは、前記
移行部間に画定された空間よりも幅広の近位セグメントを有する特徴１５に記載の押込み
締結具。
［特徴１８］
　前記ピンは、該ピンの前記近位セグメントから遠位側の部分にかけて内方に傾斜した面
を有する特徴１７に記載の押込み締結具。
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［特徴１９］
　前記グロメット脚部は、前記グロメット頭部の前記穴に隣接する内方に傾斜した内面と
、該内方に傾斜した内面から外方に傾斜した内面への移行部とを有し、前記ピンは、前記
移行部間に画定された空間よりも幅広の近位セグメントを有する特徴１３に記載の押込み
締結具。
［特徴２０］
　前記ピンは、該ピンの前記近位セグメントから遠位側の部分にかけて内方に傾斜した面
を有する特徴１９に記載の押込み締結具。
【符号の説明】
【００３７】
　１０　　締結具
　１２　　締結具グロメット
　１４　　締結具ピン
　２０　　グロメット頭部
　２２　　脚部
　２４　　空所
　２６　　中央開口
　２８　　遠位セグメント
　３０　　先端部
　３２　　アンダーカット
　３４　　傾斜面
　３６　　ヒップ部
　３８　　外方傾斜面
　４０　　外端縁
　５０　　頭部
　５２　　シャフト部
　５４　　円錐形先端部
　５６　　上底
　５８　　下底
　６０　　第１の首部
　６２　　第２の倒立円錐体
　６４　　第２の円錐体下底
　６６　　第２の首部
　６８　　外方傾斜肩部
　７０　　中央本体面
　７２　　ウエスト部
　７４　　外方傾斜面
　７６　　シャフト部近位セグメント
　７８　　スカート
　８０　　フランジ
　８２　　縦穴
　８４　　穴
　８６　　ワークピース
　９０　　シール体
　１１０　　締結具
　１１２　　締結具グロメット
　１１４　　締結具ピン
　１２０　　頭部
　１２２　　脚部
　１２４　　空所
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　１２６　　中央開口
　１２８　　遠位セグメント
　１３０　　先端部
　１３２　　アンダーカット
　１３４　　傾斜面
　１３６　　ヒップ部
　１３８　　外方傾斜面
　１４０　　外端縁
　１５０　　ピン頭部
　１５２　　ピンシャフト部
　１５４　　円錐形先端部
　１５６　　上底
　１５８　　下底
　１６０　　第１の首部
　１６２　　第２の円錐体
　１６４　　第２の下底
　１６６　　第２の首部
　１６８　　肩部
　１７０　　中央本体面
　１７２　　ウエスト部
　１７４　　傾斜面
　１７６　　シャフト部近位セグメント
　１７８　　スカート
　１８０　　フランジ
　１８２　　縦穴
　１８４　　穴
　１８６　　ワークピース
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